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令和８年度企業主導型保育施設に対する専門的労務監査の実施について 

 

  

平素より企業主導型保育事業の推進にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて、企業主導型保育事業専門的労務監査基準に基づき、企業主導型保育施設の専門的労務監査

を下記のとおり実施するので通知いたします。 

 

 

記 

 

〇労務監査の実施方法は次のような手順になります。 

（１）監査対象となる助成施設に対し、再委託事業者から概ね実施１か月前を目途に通知書を発

出します。 

（２）監査対象施設は、労務監査実施日21日前までに労務監査確認書類一覧表（兼自主点検

表）及び同一覧表において「事前に提出する必要がある書類」に指定されている書類を委

託事業者に提出（必着）してください（提出方法については実施通知の際に通知します）。 

（３）監査日当日、労務監査員（２名以上）が監査対象施設を訪問し、施設長等に対して関係書

類に基づき聞き取り調査を行い、最後に講評します。 

（４）労務監査担当者は、当協会発行の携行証を持参しておりますので、必要な場合は、ご確認

ください。 

 

〇関係書類の掲載について 

労務監査に必要な次の関係書類を協会ポータルサイトに掲載しましたのでご確認の上、必要な準

備をお願いいたします。 

・企業主導型保育事業専門的労務監査基準 

・専門的労務監査評価基準 

・労務監査確認書類一覧表（兼自主点検表） 

 

〇専門的労務監査の協力について 



 

企業主導型保育事業専門的労務監査基準 第２の基本方針に「事業実施者は協会及び再委託機関

が行う専門的労務監査に積極的に協力しなければならない。」同基準第３の専門的労務監査の実施

に「事業実施者は協会から専門的労務監査の対象となった旨の連絡を受けた場合には、当該監査の

実施を拒否することはできない。」との記載がありますので、専門的労務監査へのご協力をお願い

いたします。 

同じく第３の専門的労務監査の実施に「必要に応じて、保育従事者やその他職員等からも事情を

聴取するものとする。」との記載がありますので、個別のヒアリングの実施の際には、ご配慮いた

だきますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

〇処遇改善等加算に関する補足 

処遇改善等加算について、「令和８年度における企業主導型保育事業の変更点等について（続

報）（令和８年３月25日こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室事務連絡）」（以下、

「当該通知」という。）１（１）⑥において、処遇改善等加算の改正に伴う監査での取扱いが示さ

れました。ただし、専門的労務監査は通常の立入調査と異なり、企業主導型保育事業専門的労務監

査基準にお示ししているとおり企業主導型保育施設職員の「労務環境」や「処遇改善」に関する事

項を重点的に確認するために実施することから、当該通知の取り扱い対象外となります。従って、

令和７年度以前の処遇改善等加算について、仮に不備等が認められた場合には専門的労務監査評価

基準に基づき例年通り指摘の対象となりますのでご留意ください。専門的労務監査の対象となられ

た事業実施者におかれては、関係書類を適切に準備いただきますよう、ご協力をお願いいたしま

す。 

 

以上 


